
種類 項目

A3 1101

A3 1102

A3 1103

A3 1104

A3 1105

A3 1106

A3 1301

A3 1302

A3 1303

A3 1307

A3 1308

A3 1309

A3 1107

A3 1108

A3 1109

A3 1110

A3 1111

A3 1112

A3 1113

A3 1114

A3 1115

A3 1313

A3 1314

A3 1315

A3 1319

A3 1320

A3 1321

葛飾区総合事業(A3) 訪問型サービス（区独自基準） 令和8年6月1日

※変更箇所は赤字で記しています

令和8年6月～

サービスコード
サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

合成
単位数

算定
単位給付率

（区）訪問型サービスⅠ

イ　訪問型サービ
ス費（Ⅰ）

事業対象者・
要支援１・２（1回当た
り）
220単位
※家事援助のみ

90%

１月当たりの利用者が同一建物等に50人以上居住する建物に居住す
る利用者に対してサービスを行う場合　×85％

90%

（区）訪問型サービスⅠ・特別地域加算 特別地域加算　所定単位数の　15%　加算

220 1回に
つき

80%
70%

（区）訪問型サービスⅠ・同一建物減算

事業所と同一建物利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　×90%

90%
19880%

70%

18780%
70%

正当な理由なく事業所と同一の建物に居住する利用者の割合が100分
の90以上の場合（事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービス
を行う場合を除く）　×88％

90%
19480%

70%
90%

3380%
70%

（区）訪問型サービスⅠ・小規模事業所加算
中山間地域等における小規模事業所加算
所定単位数の　10%　加算

90%
2280%

70%

（区）訪問型サービスⅠ・中山間地域等提供加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
所定単位数の　5%　加算

90%
1180%

70%

（区）訪問型サービスⅠ・高齢者虐待防止措置未実施減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の　－1／100減算

90%
-280%

70%

（区）訪問型サービスⅠ・業務継続計画未策定減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の　－1／100減算

90%
-280%

70%
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種類 項目

サービスコード
サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

合成
単位数

算定
単位給付率

A3 1116

A3 1117

A3 1118

A3 1119

A3 1120

A3 1121

A3 1304

A3 1305

A3 1306

A3 1310

A3 1311

A3 1312

A3 1122

A3 1123

A3 1124

A3 1125

A3 1126

A3 1127

A3 1128

A3 1129

A3 1130

A3 1316

A3 1317

A3 1318

A3 1322

A3 1323

A3 1324

A3 1063

A3 1064

A3 1065

A3 1051

A3 1052

A3 1053

A3 1141

A3 1142

A3 1143

A3 1144

A3 1145

A3 1146

A3 1351

A3 1352

A3 1353

（区）訪問型サービスⅡ

ロ　訪問型サービ
ス費（Ⅱ）

要支援１・２（1回当た
り）
270単位
※家事援助と身体介護

90%
270

90%
23080%

70%

1回に
つき

80%
70%

（区）訪問型サービスⅡ・同一建物減算

事業所と同一建物利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　×90%

90%
24380%

70%

１月当たりの利用者が同一建物等に50人以上居住する建物に居住す
る利用者に対してサービスを行う場合　×85％

正当な理由なく事業所と同一の建物に居住する利用者の割合が100分
の90以上の場合（事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービス
を行う場合を除く）　×88％

90%
23880%

70%

（区）訪問型サービスⅡ・特別地域加算 特別地域加算　所定単位数の　15%　加算
90%

4180%
70%

（区）訪問型サービスⅡ・小規模事業所加算
中山間地域等における小規模事業所加算
所定単位数の　10%　加算

90%
2780%

70%

（区）訪問型サービスⅡ・中山間地域等提供加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
所定単位数の　5%　加算

90%
1480%

70%

（区）訪問型サービスⅡ・高齢者虐待防止措置未実施減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の　－1／100減算

90%
-380%

70%

（区）訪問型サービスⅡ・業務継続計画未策定減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の　－1／100減算

90%
-380%

70%

（区）緊急時訪問介護加算 ハ　緊急時訪問介護加算 100 単位加算
90%

100
1回に
つき

80%
70%

（区）訪問型サービス初回加算 二　初回加算 200 単位加算
90%

200 １月に
つき

80%
70%

（区）訪問型サービス生活機能向上連携加算Ⅰ

ホ　生活機能向上連携加算

(１)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 単位加算
90%

70%

10080%
70%

（区）訪問型サービス生活機能向上連携加算Ⅱ (２)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 単位加算
90%

20080%

（区）訪問型サービス口腔連携強化加算 へ　口腔機能連携強化加算 50 単位加算
90%

5080%
70%
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種類 項目

サービスコード
サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

合成
単位数

算定
単位給付率

A3 1361

A3 1362

A3 1363

A3 1364

A3 1365

A3 1366

A3 1367

A3 1368

A3 1369

A3 1370

A3 1371

A3 1372

A3 1373

A3 1374

A3 1375

A3 1376

A3 1377

A3 1378

A3 1379

A3 1380

A3 1381

A3 1382

A3 1383

A3 1384

 （区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅰ１

 ト　介護職員等処
 遇改善加算

 訪問型サービス費（Ⅰ）

 （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

90%

 訪問型サービス費（Ⅰ）

 （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

90%

288

１月に
つき

80%
70%

 （区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅰ２  訪問型サービス費（Ⅱ）

90%
80%
70%

 （区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅱ１

263

80%
70%

 （区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅱ２  訪問型サービス費（Ⅱ）

90%
80%
70%

 （区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅲ１  訪問型サービス費（Ⅰ）

 （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

90%

214

80%
70%

 （区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅲ２  訪問型サービス費（Ⅱ）

90%
80%
70%

 （区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅳ１  訪問型サービス費（Ⅰ）

 （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

90%

170

80%
70%

 （区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅳ２  訪問型サービス費（Ⅱ）

90%
80%
70%
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種類 項目

サービスコード
サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

合成
単位数

算定
単位給付率

A3 1820

A3 1821

A3 1822

A3 1823

A3 1824

A3 1825

A3 1826

A3 1827

A3 1828

A3 1829

A3 1830

A3 1831

A3 1832

A3 1833

A3 1834

A3 1835

A3 1836

A3 1837

A3 1838

A3 1839

A3 1840

A3 1841

A3 1842

A3 1843

A3 1844

A3 1845

A3 1846

A3 1847

A3 1848

A3 1849

A3 1850

A3 1851

A3 1852

A3 1853

A3 1854

A3 1855

訪問型サービス費（Ⅰ）

70%
80%

200

90%

（６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅳ１

70%

70%
80%
90%

訪問型サービス費（Ⅱ）

訪問型サービス費（Ⅱ） 80%
90%

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅳ２

１月に
つき

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅲ２

70%
80%

243

90%

（５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

訪問型サービス費（Ⅰ）（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅲ１

313

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅱロ２ 訪問型サービス費（Ⅱ）

90%
80%
70%

293

80%
70%

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅱイ２ 訪問型サービス費（Ⅱ）

90%
80%
70%

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅱイ１ 訪問型サービス費（Ⅰ）

90%

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅱロ１ 訪問型サービス費（Ⅰ）

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱロ）

90%
80%
70%

90%

337

80%
70%

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅰロ２ 訪問型サービス費（Ⅱ）

90%
80%
70%

ト　介護職員等処
遇改善加算

90%
80%
70%

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅰイ２ 訪問型サービス費（Ⅱ）

317
90%
80%
70%

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅰイ１ 訪問型サービス費（Ⅰ）

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰイ）

（区）訪問型介護職員等処遇改善加算Ⅰロ１ 訪問型サービス費（Ⅰ）

（2）介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ）

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱイ）
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